
貸付事務の流れ

１ 貸付けの申込み ２ 繰上償還申出　全額…毎月可
(一般・住宅・介護住宅・結婚・特別) 　一部…７月及び１月

組合員 組合員

　申込書
 全額繰上償還申出書
 一部繰上償還申出書

所属所 所属所

　申込書
全額繰上償還申出書

  毎月20日締切(必着) 毎月20日必着
　＊20日が休日にあたる 12月は15日必着
　場合は、その休日の前日
  とする。以下同じ。 一部繰上償還申出書
　12月は15日必着 ６月20日又は12月15日必着

福利課 福利課

審査・決定       審査・決定

振込依頼書
　　＊翌月５日頃

 貸付決定通知
所属所

 償還表 (1部)

＊翌月中旬
 振込依頼書

所属所 金融機関

組合員
 貸付決定通知
 償還表  送金

＊申込期限の翌月 振込み 　＊申出期限翌月の
25日(休業日の場 給与支払日までに

組合員 　　 合翌営業日) 金融機関

貸付日の翌月の給与より償還開始  入金確認の翌月に新償還表を送付します。
   (一部繰上げ償還のみ)

３ 貸付事務処理の留意事項

 (1)　教育・医療・葬祭・災害・住宅災害・高額医療及び出産貸付けの申込みは随時受付け

　   ます。

 (2)　住宅貸付け借受者については、完了報告書の提出が必要となります。

   ○完　了　報　告　書 (貸付日から６ヶ月以内) …借受者全員

   ○住宅建築完了報告書 (貸付日から５年以内) …土地購入による借受者

 (3)　育児休業・介護休業で給料が支給されない場合等、一定の要件に該当すると、

　    「償還猶予申出書」を提出することにより償還が猶予されます。

       (提出締切日は一般・住宅・介護住宅・結婚貸付けと同日)
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